
 独立行政法人福祉医療機構の「医療

貸付事業」。同事業の中の診療所（無

床）の新築融資の可否及び増改築の利

率は市町村単位の診療所の「過不足

数」の判定によって決まる。その基準

となる本年度の「診療所数調」が機構

によってまとめられ、７月１日から来年

６月30日まで

適用となっ

ている。 

 長野県分

について右

の表1に一覧

掲載した。

診療所数の

補正前数は

本年３月31

日現在で、人口は毎月人口異動調査に

基づく本年４月１日推計人口が使われ

ている。 

 表1で「基準数」となっているＡ及び

Ｃは各市町村人口に一般診療所が

1/1200、歯科診療所が1/2400をそれぞれ

乗じて得た数(１未満の端数切り上

げ)。「補正後」のＢ及びＤは補正前数

から児童・社会福祉施設内の診療所、

休日や夜間のみの診療所、コンタクト

レンズ販売店内の検眼専門の診療所な

どを引いた数。Ｂ－Ａ及びＤ－Ｃで

「過－不足数」が出される。 

診療所の不足地域 

 表1で「過－不足数」がマイナスの

ところ(グレー)が診療所不足地域とさ

れ、表2にある診療所の新築融資が可

能で、既存施設の増改築融資の場合は

利率の低い甲種の対象となる。 

診療所の充足地域 

 一方、表1で「過－不足数」が０ま

たは正数の地域は診療所充足地域とし

て、新築融資の対象から外れ、融資が

可能な既存施設の増改築でも甲種より

利率の高い乙種のみとなる。ただし、

医科では「診療科による例外」として

右下に別枠で記載したように、小児

科、外科、整形外科、産婦人科(産

科、婦人科)、眼科、耳鼻いんこう科

又は皮膚ひ尿器科を主たる診療科とし

た場合、所定の計算式で該当科が少な

ければ、新築融資の対象となる。歯科

ではこうした例外はない。  

新築及び増改築(甲 

種）で融資可の地域 

 新築及び増改築甲種の融資が可能な不足地域

を医科、歯科別に見ていく。  

 一般診療所については、77市町村のうち65市

町村(84.4％)が診療所不足地域。その内訳は、19

市の市部では17市が不足地域(89.5％)で今回、

駒ヶ根が不足地域から抜けた。従前は松本市の

みだった。郡部では58町村のうち48町村(82.8％)

が不足地域。 

 歯科診療所については、77市町村のうち郡部

で「過-不足」の一部入れ替わりがあり、昨年よ

り1多い47市町村(61％)が診療所不足地域に該当

している。市では19市のうち駒ヶ根・

大町・飯山・茅野・千曲・東御の６市

(26.3％)が不足地域で変化なし。また

郡部では58町村のうち不足地域の数は

41町村(70.7％)。 

現在の融資利率 

 診療所の現在の融資利率は表2の通

り。固定金利の中にある機械購入資金

及び長期運転資金は表1の「診療所数

調」と関係なく全地域で受けられる。

なお、病院の方は医療法に関係した別

 
 

 

●固定金利の貸付利率
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※保証人の免除を希望の場合は、利率に0.2％上乗せ。
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表1 

 

途の基準、利率がある。 

 各金融機関が機構の受託機関に

なっているが、知らない担当者もい

るので、機構の医療貸付制度を新規

開業希望者等に紹介、また活用をす

すめてきている県保険医協同組合

(電話026-223-0345)へ。 

 なお、表1の人口については、人

口減の市町村が多い中で、前年より

微増も含め増えたのは１市１町４村

(岡谷、軽井沢、原、南箕輪、宮田、

生坂)だけだった。南箕輪村は厚生労

働省の2040年の人口推計で県内の77市

町村で唯一2010年国勢調査人口より増

加が予想されているところ。  

長 野 県
過－不  過－不

補正後 足数 補正後  足数
Ａ Ｂ （Ｂ－Ａ） Ｃ Ｄ （Ｄ－Ｃ）

長野市 377,187 315 293 251 -64 158 211 208 50
松本市 241,507 202 236 211 9 101 142 142 41
上田市 157,178 131 104 86 -45 66 77 76 10
岡谷市 50,826 43 35 31 -12 22 28 28 6
飯田市 102,448 86 91 77 -9 43 62 60 17
諏訪市 49,968 42 47 38 -4 21 27 27 6
須坂市 51,040 43 44 38 -5 22 24 24 2
小諸市 43,026 36 28 24 -12 18 20 20 2
伊那市 69,075 58 59 52 -6 29 40 39 10
駒ヶ根市 32,651 28 34 28 0 14 13 13 -1
中野市 44,319 37 22 24 -13 19 21 21 2
大町市 28,452 24 29 22 -2 12 11 11 -1
飯山市 22,015 19 12 12 -7 10 7 6 -4
茅野市 55,515 47 40 37 -10 24 21 21 -3
塩尻市 67,013 56 39 32 -24 28 32 32 4
千曲市 60,863 51 40 32 -19 26 21 21 -5
佐久市 99,469 83 76 52 -31 42 54 52 10
東御市 30,055 26 16 13 -13 13 10 10 -3
安曇野市 95,977 80 89 75 -5 40 43 43 3
佐久穂町 11,463 10 5 3 -7 5 4 4 -1
小海町 4,813 5 3 2 -3 3 3 3 0
川上村 3,960 4 2 2 -2 2 1 1 -1
南牧村 3,119 3 4 3 0 2 1 1 -1
南相木村 1,046 1 1 1 0 1 0 0 -1
北相木村 815 1 1 1 0 1 0 0 -1
軽井沢町 19,471 17 17 14 -3 9 13 13 4
御代田町 15,015 13 6 3 -10 7 6 6 -1
立科町 7,405 7 4 2 -5 4 3 3 -1
長和町 6,343 6 4 3 -3 3 2 2 -1
青木村 4,432 4 2 1 -3 2 1 1 -1
下諏訪町 20,786 18 14 11 -7 9 14 14 5
富士見町 14,901 13 8 4 -9 7 4 4 -3
原村 7,442 7 4 2 -5 4 3 3 -1
辰野町 19,801 17 12 10 -7 9 12 12 3
箕輪町 25,605 22 15 11 -11 11 8 8 -3
飯島町 9,445 8 5 4 -4 4 4 4 0
南箕輪村 14,934 13 8 5 -8 7 3 3 -4
中川村 4,946 5 2 2 -3 3 1 1 -2
宮田村 8,962 8 3 2 -6 4 4 4 0
松川町 13,335 12 7 5 -7 6 5 5 -1
高森町 13,145 11 7 6 -5 6 5 5 -1
阿南町 5,108 5 5 3 -2 3 1 1 -2
阿智村 6,728 6 10 7 1 3 1 1 -2
平谷村 520 1 1 1 0 1 -1
根羽村 995 1 1 1 0 1 -1
下條村 4,018 4 3 2 -2 2 1 1 -1
売木村 617 1 1 1 0 1 1 1 0
天龍村 1,456 2 2 1 -1 1 1 1 0
泰阜村 1,775 2 2 1 -1 1 1 1 0
喬木村 6,427 6 3 2 -4 3 2 2 -1
豊丘村 6,680 6 2 2 -4 3 3 3 0
大鹿村 1,063 1 3 2 1 1 -1
上松町 4,854 5 4 2 -3 3 1 1 -2
南木曽町 4,521 4 2 1 -3 2 2 2 0
木曽町 12,025 11 11 7 -4 6 8 8 2
木祖村 2,971 3 2 1 -2 2 1 1 -1
王滝村 876 1 1 1 0 1 0 0 -1
大桑村 3,940 4 2 2 -2 2 1 1 -1
麻績村 2,825 3 2 1 -2 2 1 1 -1
生坂村 1,892 2 1 1 -1 1 1 1 0
山形村 8,397 7 5 4 -3 4 3 3 -1
朝日村 4,539 4 1 1 -3 2 2 2 0
筑北村 4,727 4 3 3 -1 2 1 1 -1
池田町 10,115 9 7 5 -4 5 3 3 -2
松川村 9,922 9 6 6 -3 5 5 5 0
白馬村 8,948 8 9 8 0 4 4 4 0
小谷村 2,980 3 2 2 -1 2 1 1 -1
坂城町 15,046 13 9 6 -7 7 5 5 -2
小布施町 10,894 10 6 5 -5 5 4 4 -1
高山村 7,274 7 4 3 -4 4 1 1 -3
山ノ内町 12,820 11 8 8 -3 6 4 4 -2
木島平村 4,687 4 2 2 -2 2 2 1 -1
野沢温泉村 3,622 4 2 2 -2 2 1 1 -1
信濃町 8,687 8 3 1 -7 4 3 3 -1
飯綱町 11,305 10 4 3 -7 5 3 3 -2
小川村 2,840 3 1 1 -2 2 1 1 -1
栄村 2,030 2 1 1 -1 1 1 1 0

市町村名 人口

一 般 診 療 所 歯 科 診 療 所

基準数
現在数

基準数
現在数

補正前 補正前

 

表2 医療貸付金利率の「診療所」 
 償還期間が10年を超える融資制度において、最
終期限まで契約時の金利を適用する方法と、契約
時から10年ごとに金利を見直す方法のいずれかを
契約の際に選択できる。 
（注意点）①10年経過後金利設定見直しを選択の
場合は、金利水準によっては、見直し後の利率が
見直し前より高くなることがある。 ②固定金利制
度と10年経過後金利設定見直し制度のいずれかを
選択の場合でも弁済補償金による繰上償還制度の
対象となる。  

 

（6）  2013年（平成26年） ７月25日              長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）                                                               No.401                           

○診療所充足地域での診療科による例外 

 開設地の属する地域の実情により、その新設が特に必

要と認められる無床診療所の新設事業の対象とする事業

は、次の各号のいずれかに該当する無床診療所の新設事

業とする。 

（1）小児科、外科、整形外科、産婦人科（産科、婦人
科）、眼科、耳鼻いんこう科又は皮膚ひ尿器科のいずれ

かを主たる診療科目とする無床診療所の新設事業であっ

て、開設地の属する市区町村（政令市にあっては保健所

所管区域。以下同じ。）内においてその診療科目と同一

の診療科目を標ぼうする診療所数が次の基準に満たない

場合 

 (基準） 

開設地の属する市区町村の基準診療所数に診療科目に応

じて、次の数値を乗じて得た数（算出した数値に１未満

の端数がある場合には、その端数を四捨五入する。） 

     小児科       100分の45 
     外科        100分の25 
     整形外科      100分の5 
     産婦人科      100分の17 
     眼科        100分の8 
     耳鼻いんこう科    100分の8 
     皮膚ひ尿器科     100分の12 
－独立行政法人福祉医療機構貸付準則 別表1より－ 
 
 

 

 
 

 

医療貸付の26年度パンフ 

 個別指導の担当者として地方厚生局

から委嘱のあった関東信越厚生局長野

事務所の26年度の保険指導医の氏名は

次の通り(敬称略)。 

 保険指導医：井之川孝一、野中隆

久、菅生元康(以上医科)、横林敏夫(以

上歯科)、いずれも再任。 

 ほかに保険指導薬剤師、保険指導看

護師の委嘱があるが本紙では略した。 

 なお、同事務所で歯科には常勤の医

療指導官がいるが医科は欠員の状態。 

 注）機構の「診療所数調 平成26年度」から本県分を掲載.郡名の行を略し太線を入れた.また木曽郡の木曽 

 町から大桑村に至る部分での基準数の誤りを訂正,それにともない過不足数も訂正した. 

 医療の動向、協会の活動・事業など

協会ホームページで。各検索サイトで 

長野県保険医協会で検索下さい 。 


